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サウジアラビアへの渡航を予定される皆様へ 

発出⽇︓2023 年 9 月 4 ⽇（継続）  
ジャーザーン州、アシール州、ナジュラーン州、 
東部州におけるイエメンとの各国境地帯 

〔レベル 3〕 
「渡航はやめてください。（渡航中止勧告）」（継続） 

イラクとの国境地帯 〔レベル 2〕 
「不要不急の渡航はやめてください。」（継続） 

上記地域を除く全土 〔レベル 1〕 
「十分注意してください。」（継続） 

 
【ポイント】 

●サウジアラビアでは、2015 年をピークにテロ事件の発⽣件数は減少傾向にありますが、同年以降も、イスラム過激派組織イラク・レバ
ントのイスラム国」（ISIL）による自爆テロ・銃撃テロ事件が発⽣しています。 

●サウジアラビアの隣国イエメンにおける紛争が継続する中、イエメン政府を⽀援するサウジアラビアにおいては、ジャーザーン州、アシ
ール州、ナジュラーン州及び東部州におけるイエメンとの各国境地帯や、各地の軍事基地、国際空港及び石油施設等を標的とした、イエ
メンの反政府勢⼒ホーシー派によるミサイルや無⼈機等を⽤いた越境攻撃が発⽣していましたが、2022 年 3 ⽉以降は発⽣していません。 

●現在、ホーシー派によるサウジアラビアへの越境攻撃を含め、サウジアラビア主導の有志連合軍とホーシー派との戦闘は一時的に止まっ
ていますが、2022 年 10 ⽉以降、イエメン紛争当事者間の停戦合意は失効しているため、イエメンにおける戦闘が本格的に再開され、ホ
ーシー派によるサウジアラビアへの越境攻撃が⾏われる可能性は排除できません 

 
【概況】 
(1) サウジアラビアでは、2003 年から 2004 年にかけてリヤド外交団地区や東部州アルコバールにおいて⼤規模テロ事件が発⽣したことを

受け、治安当局はテロ防止対策を強化しました。2014 年及び 2015 年に ISIL との関連が疑われるテロ事件が複数発⽣したものの、
2015 年をピークにサウジアラビア国内におけるテロ事件の発⽣数は減少傾向にあります。  

(2) 近年においては、2020 年 10 ⽉、在ジッダ・フランス総領事館前で警備員が刃物を持った男に襲撃される事案が発⽣しており、同年 11
⽉には、非イスラム教墓地での式典で爆発が発⽣し、出席者が負傷する事案が発⽣しました。これらは、フランスにおける予言者ムハン
マドの風刺画問題をめぐる抗議とみられており、これらの事案に対しては、ISIL が犯⾏声明を発出しています。また、2021 年 12 ⽉、
自動⾞レース「ダカール・ラリー」に参加したフランス関係者の⾞両が爆発する事件がジッダで発⽣しています。2022 年にはサウジア
ラビア国内におけるテロは確認されていませんが、同年 8 ⽉にジッダ市内で治安当局がテロ容疑による指名手配犯を逮捕しようとした際
に、当該指名手配犯が自ら自爆ベルトを爆発させるという事案が発⽣しており、同事案により、サウジアラビア国内にイスラム過激主義
者が潜伏している可能性が再確認される結果となりました。サウジアラビアでは、こうした者らがテロを実⾏に移す可能性が否定できな
いことから、引き続き、テロへの警戒が必要です。  

(3) サウジアラビアの隣国イエメンでは、2015 年 3 ⽉以降、サウジアラビア主導の有志連合軍によるイエメンの首都サヌアを含むホーシー
派⽀配地域に対する空爆が継続的に⾏われ、これに対し、イエメン国内に拠点を置く、イエメンの反政府勢⼒は、イエメン政府を⽀援す
るサウジアラビアの一部地域及び紅海において、石油施設や空港、船舶等を標的とした、ミサイル、無⼈機及び無⼈ボートを⽤いた越境
攻撃を⾏っているため、サウジアラビア国内でも⺠間⼈の死傷者を含む被害が⽣じています。これまでサウジアラビア軍は防空システム
により多くのミサイルや無⼈機を迎撃・破壊しており、国連の仲介によりイエメン紛争当事者間の停戦が実現した 2022 年 4 ⽉以降、サ
ウジアラビア主導の有志連合軍とイエメンに活動拠点を置くホーシー派との間の本格的な戦闘は一時的に止まっています。しかし、2022
年 10 ⽉以降、イエメン紛争当事者間の停戦合意は失効しているため、イエメンにおける戦闘が本格的に再開され、ホーシー派によるサ
ウジアラビアへの越境攻撃が⾏われる可能性は排除できません。特に、最も攻撃の頻度が⾼いイエメン国境地帯には近づかないようにし
てください。また、ジャーザーン州、アシール州及びナジュラーン州への渡航に当たっては、関連情報の収集に努め、渡航の必要性を慎
重に判断してください。  

(4) なお、サウジアラビア当局は、東部州ハフル・アル・バーティン、カフジ地区、北部国境州全域、ジョウフ州イーサーウィーヤ及びヒダ
イサ地区、並びにタブーク州ハトラ・アンマール及びハキル地区の国境から 10km の範囲内を「⽴⼊禁止区域」と宣言し、砂の障壁や⽴
⼊禁止標識を設置しています。違反した場合は、目的を問わず罰せられる可能性があります。  

(5) これまでに、サウジアラビアにおいて⽇本⼈・⽇本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが、近年、シリア、チュニジ
ア、バングラデシュ及びスリランカにおいて⽇本⼈が殺害されたテロ事件が発⽣しています。世界の様々な地域でイスラム過激派組織に
よるテロがみられるほか、これらの主張に影響を受けた者による一匹狼（ローンウルフ）型等のテロが発⽣しており、2015 年には、
ISIL が「全ての⽇本⼈が標的である」旨の警告を発出しました。今後も⽇本⼈、⽇本権益が標的となり、テロを含む様々な事件の被害に
遭うおそれがあります。また、前述のとおり、サウジアラビアでは 2020 年、2021 年にフランス関連施設等において爆発事案が発⽣し
ています。このような情勢を十分に認識して、テロ、誘拐等に遭わないよう、また、巻き込まれることがないよう、海外安全情報及び報
道等により最新の治安・テロ情勢の関連情報の⼊手に努め、⽇頃から危機管理意識を持ちつつ、適切な安全対策を講じてください。 

   
※外務省海外安全情報（危険情報）の詳細につきましては、 

外務省海外安全ホームページ ︓ http://www.anzen.mofa.go.jp  
                  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp（携帯版）にてご確認ください 
  または、 

外務省領事サービスセンター  電話︓（外務省代表）03-3580-3311 （内線）2902, 2903 
  外務省領事局海外邦⼈安全課（テロ・誘拐関連を除く） 電話︓（代表）03-3580-3311（内線）2306 

外務省領事局邦⼈テロ対策室（テロ・誘拐関連） 電話︓（代表）03-3580-3311（内線）3047  
までお問い合わせください。 

 
 
弊社では海外安全情報が発出された場合、原則として〔レベル１〕「十分注意して下さい」までの地域、国についてツアーを実施しており、ツアー実施に 
あたりましては、現地情報を十分把握し、安全で円滑な⽇程となる様配慮して運⾏管理を⾏っております。 

  


